
浅口市公告第11号

令和6年4月19日

浅口市長 　栗　山　康　彦

1　入札の方法

 

2　入札に付する事項等

24001

令和６年度

浅口市役所金光総合支所耐震改修等工事

浅口市金光町占見新田　地内

(税抜)

建設課

設定有 (基準率) 0.92

要 （請負金額の10%以上）

有 (請負金額の40%以内)

有 (前金払に追加し請負金額の20%以内)

有

　一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の6及び浅口市財務規則
（平成18年浅口市規則第47号）第99条の規定により、次のとおり公告する。

　この一般競争入札は、浅口市事後審査型条件付き一般競争入札実施要綱（平成29年浅口市告示45号）及び浅
口市電子入札等実施要綱（平成28年浅口市告示第67号）の規定による入札方法で執行する。

入 札 番 号

年 度

工 事 名 称

工 事 場 所

工 期 ２３０日

工 事 概 要

建築工事
　・金光総合支所改修　　　　２，２０５．０７㎡
　・エレベーター改修　　　　　　　　　　　１基
　・耐震ブレス設置　　　　　　　　　　　６箇所
　・資源物集積場新築　　　　　　１０７．３３㎡
　・消防機庫・倉庫改修　　　　　 ３１７．３５㎡
　・分庁舎解体　　　　　　　　　　 ６２７．００㎡
　・高圧受変電設備更新　　　　　　　　　１式
　・防災自家発電設備新設　　　　　　　 １式
　・外構工事　　　　　　　　　　　　　　　　 １式

上記に伴う電気設備・機械設備　　　　　１式

予 定 価 格 \522,750,000円

施 行 担 当 課

最 低 制 限 価 格 の 設 定

入 札 保 証 金 免除

契 約 保 証 金

前 払 金

中 間 前 払 金

部 分 払

建 設 リ サ イ ク ル 法 対 象 工 事 対象

入 札 公 告

入 札 に
付 す る
事 項



3　入札参加資格要件

　入札に参加できる者は、次に掲げる要件を満たす「特定建設工事共同企業体（以下、「共同企業体」という。）」と
する。

ア 結成方法
　共同企業体の構成員は２者とし、任意かつ自主的に結成するもの
とする。

イ 出資比率
　各構成員の出資比率が３０％以上であること。また、代表構成員の
出資比率は構成員中最大であること。

ウ 結成に係る制限
　共同企業体を結成した構成員は、本件工事において他の共同企
業体の構成員となることができない。

エ 組合せ
　構成員の組合せは、以下に掲げる代表構成員の資格要件を満た
す者と、第２構成員の資格要件を満たす者の組合せとする。ただし、
代表構成員の資格要件を満たす者同士の組み合わせは認めない。

①　代表構成員の資格要件

　次に掲げる要件をすべて満たす者とします。

登 録 業 種

浅口市建設工事競争入札参加資格及び審査等に関する要綱（平成
19年浅口市告示第66号。以下「要綱」という。）に基づく建築一式工
事における令和５年度の入札参加資格を有している者であること。

地 域 要 件

営業所の所在地が、次の要件を満たすこと。

　岡山県内に主たる営業所を有する者

※　主たる営業所とは、建設業許可申請書の「主たる営業所」の欄に
記載されているものをいう。

建 設 業 の 許 可

契約締結先となる営業所等が、建設業法（昭和24年法律第100号。
以下「法」という。）第3条第1項の規定による特定建設業の許可（建築
工事業に係るものに限る）を受けていること。

総 合 値 の 点 数

令和５年度の入札参加資格審査時の経営事項審査結果通知書に
記載されている「建築一式工事」の総合評定値（要綱第６条の規定に
よる総合評定値）が次のとおりであること。

・　1,050点以上の者（特Ａ）

平成21年度以降に元請人として、日本国内において、次のいずれか
の工事を施工した実績を有すること。なお、共同企業体の構成員とし
ての実績は、当該共同企業体への出資比率が20％以上のものに限
る。

ア　鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物
で、1棟（廊下（開放廊下は除く。）でつながっているものは1棟とみな
す。）の延べ面積（増築又は改築工事にあっては、当該部分の面積）
が600 ㎡以上の新築、増築又は改築工事

イ　鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物
で、1棟（廊下（開放廊下は除く。）でつながっているものは1棟とみな
す。）の延べ面積が1,300 ㎡以上の大規模改修工事（外装及び内装
工事を含むもの。）

ウ　鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物
で、１棟（廊下（開放廊下は除く。）でつながっているものは1棟とみな
す。）の延べ面積が600 ㎡以上の耐震補強工事（スリット施工のみの
耐震補強工事を除く。）

※　施工実績には、CORINSの写し及び図面の写し（配置図、各階平
面図及び面積表等）等確認できる書類を添付すること。
※　民間工事の場合は、当該工事の請負契約書の写し及び経営事
項審査の際提出する工事経歴書の写し等、上記ア、イ又はウに定め
る施工実績が確認できる書類（配置図、各階平面図及び面積表等）
を添付すること。

共同企業体結成に必要な資格

施 工 実 績 等



配 置 予 定 技 術 者

当該工事に監理技術者（建築工事業に係る監理技術者資格証の交
付を受けており、かつ監理技術者講習を受けている者）を法に基づ
き専任で配置できること。なお、配置予定の監理技術者は直接的か
つ恒常的な雇用関係にある者で、入札（開札）日時点で3ヶ月以上の
雇用関係にある者であること。

そ の 他 の 要 件

「一般競争入札（事後審査型）公告共通事項（建設工事）　電子入札
用」１入札参加資格（６）については、次のとおり読替えて適用する。

（６）税に関すること。
　契約締結先となる営業所等の所在地の法人の県民税及び事業税
を完納していること。

②　第２構成員の資格要件

　次に掲げる要件をすべて満たす者とします。

登 録 業 種

浅口市建設工事競争入札参加資格及び審査等に関する要綱（平成
19年浅口市告示第66号。以下「要綱」という。）に基づく建築一式工
事における令和５年度の入札参加資格を有している者であること。

地 域 要 件

営業所の所在地が、次のいずれかの要件を満たすこと。

ア　浅口市内に主たる営業所を有し、浅口市指名競争入札参加者
の選定に係る市内及び準市内業者の取扱要綱（平成22年浅口市告
示第65号）に基づく、市内業者としての取扱いを受けている者

イ　笠岡市、井原市、里庄町若しくは矢掛町に主たる営業所を有す
る者

※　主たる営業所とは、建設業許可申請書の「主たる営業所」の欄に
記載されているものをいう。

建 設 業 の 許 可

契約締結先となる営業所等が、建設業法（昭和24年法律第100号。
以下「法」という。）第3条第1項の規定による建設業の許可（建築工事
業に係るものに限る）を受けていること。

総 合 値 の 点 数

令和５年度の入札参加資格審査時の経営事項審査結果通知書に
記載されている「建築一式工事」の総合評定値（要綱第６条の規定に
よる総合評定値）が次のとおりであること。

ア　地域要件アの場合は、600点以上～1,050点未満の者（Ａ、Ｂおよ
びＣ）
イ　地域要件イの場合は、800点以上～1,050点未満の者（Ａ）

令和５年度の入札参加資格審査時の経営事項審査結果通知書に
記載されている建築一式工事の平均完成工事高があること（0円でな
いこと）。

配 置 予 定 技 術 者

当該工事に主任技術者を法に基づき専任で配置できること。なお、
配置予定の主任技術者は直接的かつ恒常的な雇用関係にある者
で、入札（開札）日時点で3ヶ月以上の雇用関係にある者であること。

そ の 他 の 要 件

「一般競争入札（事後審査型）公告共通事項（建設工事）　電子入札
用」１入札参加資格（６）については、次のとおり読替えて適用する。

（６）税に関すること。
　①　地域要件アの場合は、市税を完納していること。
　②　地域要件イの場合は、法人の県民税及び事業税を完納してい
ること。

施 工 実 績 等



4　共同企業体結成の申請手続

5　入札参加表明

6　入札手続等

から

までの間

　共同企業体を結成して入札参加を希望する者は、あらかじめ次の申請書類を持参又は郵送（郵送の場合は必
着とし、特定記録郵便、簡易書留郵便、書留郵便又はその他到着の確認できる送付方法とすること）して申請して
ください。

ア 申請先　
〒719-0295　
岡山県浅口市鴨方町六条院中3050番地
浅口市役所企画財政部財政課

イ 申請期間　
　令和６年４月１９日（金）から令和６年５月１０日（金）までの閉庁日を
除く午前８時３０分から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

ウ 提出書類　
(ア) 特定建設工事共同企業体入札参加資格申請書
(イ) 特定建設工事共同企業体協定書（写し可）
(ウ) 代表構成員及び第２構成員の税の完納証明書（それぞれの地
域要件に該当するもの。発行日から３か月以内のもの。写し可）

　入札参加希望者は、「4 共同企業体結成の申請手続」終了後，岡山県電子入札共同利用システムから代表構成
員の電子入札用ＩＣカードを使用して、下記で示す期間内に入札参加表明を行ってください。入札参加表明は、入
札における必須要件となっていますのでご注意ください。

令和06年04月19日 09:00

令和06年05月17日 17:00

（送 付 先） 建設課 TEL 0865-44-9036　FAX 0865-44-9477

（締切日時） 令和06年05月07日 17:00

令和06年04月19日 09:00

令和06年05月17日 17:00

令和06年05月20日 08:30

令和06年05月23日 17:00

開 札 執 行 の 日 時 及 び 場 所 令和06年05月24日 09:30 浅口市役所本庁舎３階第１会議室

工 事 費 内 訳 書 提 出 の 義 務 付 有

参 加 資 格 確 認 申 請 書 類

提出を求められた日の翌日から起算して2日（浅口市の休日を定める
条例（平成18年浅口市条例第２号）第２条第１項に規定する市の休
日を除く。）以内に、次の書類に添付書類を添えて提出すること。
・事後審査型条件付き一般競争入札参加資格確認申請書

申 請 手 続

設計 図 書 の ダ ウン ロ ー ド 期 間

設 計 図 書 に 対 す る 質 問
送 付 先 及 び 締 切 日 時

入 札 参 加 表 明 受 付 期 間

入 札 受 付 期 間



7　その他

(1)この公告に定めるもののほか入札参加に関し必要な事項は、「一
般競争入札（事後審査型）公告共通事項（建設工事）　電子入札用」
に定めるものとし、市ホームページに掲載するものとする。
掲載するホームページアドレス
（https://www.city.asakuchi.lg.jp/uploaded/attachment/2400.pdf）

(2)設計図書等に関する質問がある場合は、電子入札システムへの
登録又は所定様式「設計図書等に対する質問・回答書」（市HPのオ
ンラインサービス＞申請書ダウンロードから電子データを入手できま
す。）に記入の上、施行担当課宛にFAXにより送付してください。ま
た、確認のため、質問を登録又は送付した後に、電話にて質問した
旨をご連絡ください。

(3)落札者は、令和６年５月３０日（木）までに、仮契約書を提出するこ
と。

（4）当該工事の契約の締結に当たっては、浅口市議会の議決に付
すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成18年浅口
市条例第46号）第２条の規定により議会の議決を経なければならな
いため、落札者の決定後は仮契約を締結し、当該議決を経たときに
本契約が成立することとなる。なお、議会で否決された場合、仮契約
は無効となり契約は成立しない。また、落札者の決定から議会の議
決を経るまでの間に、浅口市建設工事等入札参加資格者指名停止
措置要綱（平成19年浅口市告示第65号）に基づく指名停止等の措
置を受けたとき、浅口市建設工事等暴力団関係者対策措置要綱（平
成18年浅口市告示第101号）に基づく指名除外の措置を受けたとき、
法第28条第3項若しくは第5項の規定による浅口市を含む区域内に
おける営業の停止命令（業種は問わない。）を受けたとき、会社更生
法（平成14年法律第154号）第17条の規定による更生手続開始の申
立てをしたとき（更生手続開始の決定を受けているときを除く。）若しく
は民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定による再生手
続開始の申立てをしたとき（再生手続開始の決定を受けているときを
除く。）又は本件入札に関し浅口市談合情報対応マニュアル（平成
20年制定）に基づき談合の事実が確認され、本件入札が無効とされ
たときは、本件工事に係る仮契約を締結しないこと又は締結した仮契
約を解除することがある。なお、このことにより仮契約の相手方に損害
が生じても、浅口市は一切の責任を負わない。

契 約 条 項 を 示 す 場 所
及 び 問 い 合 わ せ 先

〒719-0295
浅口市鴨方町六条院中3050
浅口市企画財政部財政課
TEL 0865-44-9004　　FAX 0865-44-5771

そ の 他 注 意 事 項


